
１ 瀬戸内町外については、「県立大島病院」、「奄美空港」、
「名瀬港」以外での乗降はできません。

２ 「待ち時間」や「経由地」が発生した場合、追加の運賃が発生
する場合があります。あらかじめご了承ください。

３ 自家用車（白色のナンバープレート、軽自動車の場合は黄色また
は黒色）を使用し、有償で乗客を運送する行為は法律で禁止され
ています。いわゆる「白タク」行為が発覚した場合、３年以下の
拘禁または３００万円以下の罰金、もしくはその両方が科される
ことがあります。

４ 「白タク」は運行管理や車両整備などの基準を満たしておらず、
路線バスや公共ライドシェアと比べて安全性が低いとされてい
ます。ご自身の身や周囲の安全を守るためにも、白タクの利
用は控えましょう。

ご利用される方へのお願い

▼運賃はコチラ！

公共ライドシェアの試験運行について

【問合せ】瀬戸内町商工交通課商工交通係☎0997-72-0640


